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○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）

○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
規約変更理由書

この規約変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付事務連絡）の発出等に伴い、代議員会に出席することのできない代議員が、あらかじめ通知のあった会議に付議すべき事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権又は選挙権を行使することを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（定足数）

第○条　代議員会は、代議員の定数（第○条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。）の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
２　代議員会に出席することのできない代議員は、第○条第１項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。

（会議録）

第○条　代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

　一～二　（略）

　三　出席した代議員の氏名、第○条第２項の規定により書面により議決権又は選挙権を行使した代議員の氏名及び第○条の規定により代理された代議員の氏名
　四～六　（略）

２～４　（略）

　　　附　則

この規約は、令和○年○月○日から施行する。




	（定足数）

第○条　代議員会は、代議員の定数（第○条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。）の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
（会議録）

第○条　代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
　一～二　（略）

　三　出席した代議員の氏名及び第○条の規定により代理された代議員の氏名
　四～六　（略）

２～４　（略）




○○○○企業年金基金代議員会会議規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金代議員会会議規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

代議員会会議規程変更理由書

この規程変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付事務連絡）の発出等に伴い、代議員会に出席することのできない代議員が、あらかじめ通知のあった会議に付議すべき事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権又は選挙権を行使することを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（定足数の確認）

第○条　議長は、出席代議員数が、令第１４条又は規約第○条の規定による定足数に達しているか否かを点呼により自ら確認しなければならない。


２　前項の場合において、代議員が令第１７条又は規約第○条第２項により書面参加したものであるときは、本人から、あらかじめ通知のあった会議に付議すべき事項につき賛否の意見を明らかにした書面（以下「賛否の意見を明らかにした書面」という。）を事前に徴し、これにより確認しなければならない。

３　第１項の場合において、代議員が令第１７条により代理出席したものであるときは、代理人から代理権を証する書面を徴し、これにより確認しなければならない。
４　前３項により代議員会が成立したときは、議長は、議事に先だってその旨を会議に報告しなければならない。
５　（略）

（表決）

第○条　表決の際議場にいない代議員は、表決に加わることができない。ただし、令第１７条又は規約第○条第２項により書面参加したものは、この限りでない。

第○条　（略）
２　（略）

第○条　議長が表決を採ろうとするときは、議題について可とする者を挙手させ、挙手した者の多少及び令第１７条又は規約第○条第２項により書面参加したものから事前に徴した、賛否の意見を明らかにした書面を認定して、可否の結果を宣言する。ただし、議長は、挙手した者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席代議員の○分の１以上から意義を申し立てたときは、議長は、記名投票で表決を採らなければならない。
（会議録）

第○条　会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
　一～二　（略）

　三　出席した選定代議員の氏名（数）、互選代議員の氏名（数）、書面参加した代議員の氏名（数）並びに代理出席を委任した代議員の氏名（数）及び委任を受けた代議員の氏名（数）
　四～六　（略）

２～３　（略）

　　　附　則

この規程は、令和○年○月○日から施行する。



	（定足数の確認）

第○条　議長は、出席代議員数が、令第１４条又は規約第○条の規定による定足数に達しているか否かを点呼により自ら確認しなければならない。

２　前項の場合において、代議員が令第１７条により代理出席したものであるときは、代理人から代理権を証する書面を徴し、これにより確認しなければならない。

３　前２項により代議員会が成立したときは、議長は、議事に先だってその旨を会議に報告しなければならない。

４　（略）
（表決）

第○条　表決の際議場にいない代議員は、表決に加わることができない。

第○条　（略）
２　（略）

第○条　議長が表決を採ろうとするときは、議題について可とする者を挙手させ、挙手した者の多少を認定して、可否の結果を宣言する。ただし、議長は、挙手した者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席代議員の○分の１以上から意義を申し立てたときは、議長は、記名投票で表決を採らなければならない。
（会議録）

第○条　会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

　一～二　（略）

　三　出席した選定代議員の氏名（数）、互選代議員の氏名（数）並びに代理出席を委任した代議員の氏名（数）及び委任を受けた代議員の氏名（数）

　四～六　（略）

２～３　（略）




○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）

○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
規約変更理由書

この規約変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付事務連絡）の発出等に伴い、代議員の求めに応じてテレビ会議システム等を用いて代議員会を行うことを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	（代議員及び代議員会）

第○条　この基金に代議員会を置く。
２　（略）

３　代議員会は、代議員の求めに応じてテレビ会議システムを用いて行う。

（代議員会の招集手続）

第○条　理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して５日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所（テレビ会議システムを活用する場合にはその方法を含む。）を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなければならない。
２　（略）

（会議録）

第○条　代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

　一　開会の日時及び場所（テレビ会議システムを活用した場合にはその方法を含む。）
　二　（略）

　三　出席した代議員の氏名（テレビ会議システムにより出席した代議員についてはその旨を含む。）及び第○条の規定により代理された代議員の氏名

　四～六　（略）

２～４　（略）

　　　附　則

この規約は、令和○年○月○日から施行する。


	（代議員及び代議員会）

第○条　この基金に代議員会を置く。

２　（略）
（代議員会の招集手続）

第○条　理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して５日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなければならない。
２　（略）
（会議録）

第○条　代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
　一　開会の日時及び場所
　

二　（略）

　三　出席した代議員の氏名及び第○条の規定により代理された代議員の氏名
　四～六　（略）

２～４　（略）




○○○○企業年金基金代議員会会議規程の一部を変更する規約（案）

○○○○企業年金基金代議員会会議規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
代議員会会議規程変更理由書

この規程変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付事務連絡）の発出等に伴い、代議員の求めに応じてテレビ会議システム等を用いて代議員会を行うことを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	（開会の宣言）

第○条　議長は、開会の時刻に至ったときは、会議を開くことを宣告しなければならない。
２　議長が会議を開くことを宣告するまでは、何人も議事について発言することはできない。
３　テレビ会議システムを活用する場合には、議長は、出席代議員（開催場所外から出席する者も含む。）が相互に画像及び音声を正確に発信及び受信できていることを確認する。

（散会及び延会）
第○条　議事日程に記載した案件の議事を終えたときは、議長は散会を宣告する。
２　終了予定時刻を過ぎても議事が終わらないときには、議長は、延会することができる。
３　テレビ会議システムを活用した場合には、議長は、正常に議論が交わされ、システムが正常に稼働した状態で審議が終了したことを確認する。

（会議録）

第○条　会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

　一　開会の日時及び場所（テレビ会議システムを活用した場合にはその方法、並びに第○条第３項及び第○条第３項の確認事項を含む。）

　二　（略）
　三　出席した選定代議員の氏名（数）及び互選代議員の氏名（数）（テレビ会議システムにより出席した代議員についてはその旨を含む。）並びに代理出席を委任した代議員の氏名（数）及び委任を受けた代議員の氏名（数）

　四～六　（略）
２～３　（略）
　　　附　則

この規程は、令和○年○月○日から施行する。



	（開会の宣言）

第○条　議長は、開会の時刻に至ったときは、会議を開くことを宣告しなければならない。

２　議長が会議を開くことを宣告するまでは、何人も議事について発言することはできない。
（散会及び延会）

第○条　議事日程に記載した案件の議事を終えたときは、議長は散会を宣告する。

２　終了予定時刻を過ぎても議事が終わらないときには、議長は、延会することができる。

（会議録）

第○条　会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

　一　開会の日時及び場所
　二　（略）

　三　出席した選定代議員の氏名（数）、互選代議員の氏名（数）並びに代理出席を委任した代議員の氏名（数）及び委任を受けた代議員の氏名（数）

　四～六　（略）

２～３　（略）




○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）

○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
規約変更理由書

この規約変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付事務連絡）の発出等に伴い、代議員会に出席することのできない代議員が、あらかじめ通知のあった会議に付議すべき事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって議決権又は選挙権を行使することを可能とし、また、代議員の求めに応じてテレビ会議システム等を用いて代議員会を行うことを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（代議員及び代議員会）

第○条　この基金に代議員会を置く。
２　（略）

３　代議員会は、代議員の求めに応じてテレビ会議システムを用いて行う。

（代議員会の招集手続）

第○条　理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して５日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所（テレビ会議システムを活用する場合にはその方法を含む。）を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなければならない。
２　（略）

（定足数）

第○条　代議員会は、代議員の定数（第○条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。）の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
２　代議員会に出席することのできない代議員は、第○条第１項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。

（会議録）

第○条　代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
　一　開会の日時及び場所（テレビ会議システムを活用した場合にはその方法を含む。）
　二　（略）


　三　出席した代議員の氏名（テレビ会議システムにより出席した代議員についてはその旨を含む。）、第○条第２項の規定により書面により議決権又は選挙権を行使した代議員の氏名及び第○条の規定により代理された代議員の氏名
　四～六　（略）

２～４　（略）

　　　附　則

この規約は、令和○年○月○日から施行する。


	（代議員及び代議員会）

第○条　この基金に代議員会を置く。

２　（略）
（代議員会の招集手続）

第○条　理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して５日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなければならない。
２　（略）
（定足数）

第○条　代議員会は、代議員の定数（第○条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。）の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
（会議録）

第○条　代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
　一　開会の日時及び場所
　

二　（略）

　三　出席した代議員の氏名及び第○条の規定により代理された代議員の氏名
　四～六　（略）

２～４　（略）




○○○○企業年金基金代議員会会議規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金代議員会会議規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

代議員会会議規程変更理由書

この規程変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付事務連絡）の発出等に伴い、代議員会に出席することのできない代議員が、あらかじめ通知のあった会議に付議すべき事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって議決権又は選挙権を行使することを可能とし、また、代議員の求めに応じてテレビ会議システム等を用いて代議員会を行うことを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（開会の宣告）

第○条　議長は、開会の時刻に至ったときは、会議を開くことを宣告しなければならない。
２　議長が会議を開くことを宣告するまでは、何人も議事について発言することはできない。
３　テレビ会議システムを活用する場合には、議長は、出席代議員（開催場所外から出席する者も含む。）が相互に画像及び音声を正確に発信及び受信できていることを確認する。

（散会及び延会）
第○条　議事日程に記載した案件の議事を終えたときは、議長は散会を宣告する。
２　終了予定時刻を過ぎても議事が終わらないときには、議長は、延会することができる。
３　テレビ会議システムを活用した場合には、議長は、正常に議論が交わされ、システムが正常に稼働した状態で審議が終了したことを確認する。

（定足数の確認）

第○条　議長は、出席代議員数が、令第１４条又は規約第○条の規定による定足数に達しているか否かを点呼により自ら確認しなければならない。


２　前項の場合において、代議員が令第１７条又は規約第○条第２項により書面参加したものであるときは、本人から、あらかじめ通知のあった会議に付議すべき事項につき賛否の意見を明らかにした書面（以下「賛否の意見を明らかにした書面」という。）を事前に徴し、これにより確認しなければならない。

３　第１項の場合において、代議員が令第１７条により代理出席したものであるときは、代理人から代理権を証する書面を徴し、これにより確認しなければならない。
４　前３項により代議員会が成立したときは、議長は、議事に先だってその旨を会議に報告しなければならない。
５　（略）

（表決）

第○条　表決の際議場にいない代議員は、表決に加わることができない。ただし、令第１７条又は規約第○条第２項により書面参加したものは、この限りでない。

第○条　（略）
２　（略）

第○条　議長が表決を採ろうとするときは、議題について可とする者を挙手させ、挙手した者の多少及び令第１７条又は規約第○条第２項により書面参加したものから事前に徴した、賛否の意見を明らかにした書面を認定して、可否の結果を宣言する。ただし、議長は、挙手した者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席代議員の○分の１以上から意義を申し立てたときは、議長は、記名投票で表決を採らなければならない。
（会議録）

第○条　会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
　一　開会の日時及び場所（テレビ会議システムを活用した場合にはその方法、並びに第○条第３項及び第○条第３項の確認事項を含む。）

　二　（略）
　三　出席した選定代議員の氏名（数）及び互選代議員の氏名（数）（テレビ会議システムにより出席した代議員についてはその旨を含む。）、書面参加した代議員の氏名（数）並びに代理出席を委任した代議員の氏名（数）及び委任を受けた代議員の氏名（数）
　四～六　（略）

２～３　（略）

　　　附　則

この規程は、令和○年○月○日から施行する。


	（開会の宣告）

第○条　議長は、開会の時刻に至ったときは、会議を開くことを宣告しなければならない。

２　議長が会議を開くことを宣告するまでは、何人も議事について発言することはできない。
（散会及び延会）

第○条　議事日程に記載した案件の議事を終えたときは、議長は散会を宣告する。

２　終了予定時刻を過ぎても議事が終わらないときには、議長は、延会することができる。

（定足数の確認）

第○条　議長は、出席代議員数が、令第１４条又は規約第○条の規定による定足数に達しているか否かを点呼により自ら確認しなければならない。

２　前項の場合において、代議員が令第１７条により代理出席したものであるときは、代理人から代理権を証する書面を徴し、これにより確認しなければならない。

３　前２項により代議員会が成立したときは、議長は、議事に先だってその旨を会議に報告しなければならない。

４　（略）
（表決）

第○条　表決の際議場にいない代議員は、表決に加わることができない。

第○条　（略）
２　（略）

第○条　議長が表決を採ろうとするときは、議題について可とする者を挙手させ、挙手した者の多少を認定して、可否の結果を宣言する。ただし、議長は、挙手した者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席代議員の○分の１以上から意義を申し立てたときは、議長は、記名投票で表決を採らなければならない。
（会議録）

第○条　会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

　

二　（略）
　三　出席した選定代議員の氏名（数）、互選代議員の氏名（数）並びに代理出席を委任した代議員の氏名（数）及び委任を受けた代議員の氏名（数）

　四～六　（略）

２～３　（略）




令和○○年○○月○○日
議決権行使書（見本）
○○○○企業年金基金
理事長　　○○○○殿
実施事業所名　：　○○○○株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（選定・互選）代議員　　氏　名　：　○○○○　　 eq \o\ac(○,印)　
　私は、令和○○年○○月○○日開催の○○○○企業年金基金の第〇〇回代議員会の各議案について、次の通り議決権を行使いたします（賛成・反対を○印で表示）。
（審議事項）
第１号議案　　（　賛成　・　反対　）
　　　************に関する件　　　　 [意見：　　　　　　　　　　　　    　]
第２号議案　　（　賛成　・　反対　）
     ************に関する件　　　　 [意見：　　　　　　　　　　　　    　]
第３号議案　　（　賛成　・　反対　）
************に関する件　　　　 [意見：　　　　　　　　　　　　    　]
第４号議案　　（　賛成　・　反対　）
　　　************に関する件　　　　 [意見：　　　　　　　　　　　　    　]
第５号議案　　（　賛成　・　反対　）
　　　************に関する件　　　　 [意見：　　　　　　　　　　　　    　]
以　上

理事長専決理由書
この規約変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付事務連絡）の発出等に伴い、代議員会に出席することのできない代議員が、あらかじめ通知のあった会議に付議すべき事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって議決権又は選挙権を行使することを可能とし、また、代議員の求めに応じてテレビ会議システム等を用いて代議員会を行うことを可能とするためのものであり、急施を要するので、確定給付企業年金法施行令第１２条第４項の規定により、理事長において専決処分いたしました。

理事長専決理由書
この規程変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付事務連絡）の発出等に伴い、代議員会に出席することのできない代議員が、あらかじめ通知のあった会議に付議すべき事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって議決権又は選挙権を行使することを可能とし、また、代議員の求めに応じてテレビ会議システム等を用いて代議員会を行うことを可能とするためのものであり、急施を要するので、確定給付企業年金法施行令第１２条第４項の規定により、理事長において専決処分いたしました。






○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（令和２年３月２５日厚生労働省告示第８８号）」が告示されたことに伴い、令和２年

度の非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和２年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。


附　則

この規程は、令和３年○月○日から施行し、

令和３年３月３１日から適用する。



	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、厚生労働省告示による予定利率とする。







○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（令和２年３月２５日厚生労働省告示第８８号）」が告示されたことに伴い、令和２年度の
非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和２年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。


附　則

この規程は、令和３年○月○日から施行し、

令和３年３月３１日から適用する。



	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和元年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。






○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（令和２年３月２５日厚生労働省告示第８８号）」が告示されたことに伴い、令和２年度の
非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和２年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、▲．▲▲▲％を用いる。



附　則

この規程は、令和３年○月○日から施行し、

令和３年３月３１日から適用する。


	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和元年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。






○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（令和２年３月２５日厚生労働省告示第８８号）」が告示されたことに伴い、令和２年度の
非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、厚生労働省告示による予定利率とする。

附　則

この規程は、令和３年○月○日から施行し、

令和３年３月３１日から適用する。


	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和元年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。






○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（令和３年３月３１日厚生労働省告示第１３７号）」が告示されたことに伴い、令和３年度の
非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和３年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。

附　則

この規程は、令和３年○月○日から施行する。



	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、厚生労働省告示による予定利率とする。






○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（令和３年３月３１日厚生労働省告示第１３７号）」が告示されたことに伴い、令和３年度の
非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和３年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。
附　則

この規程は、令和３年○月○日から施行する。



	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和２年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。






○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（令和３年３月３１日厚生労働省告示第１３７号）」が告示されたことに伴い、令和３年度の
非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和３年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、△．△△△％を用いる。
附　則

この規程は、令和３年○月○日から施行する。


	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和２年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。







○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（令和３年３月３１日厚生労働省告示第１３７号）」が告示されたことに伴い、令和３年度の
非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、厚生労働省告示による予定利率とする。
附　則

この規程は、令和３年○月○日から施行する。


	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和２年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。





○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）

○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
規約変更理由書

この規約変更は、「国民年金基金規則等の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第２１１号）」の施行に伴い、給付の裁定請求において、請求書に添付が必要とされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本等について、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定により地方公共団体情報システム機構から情報の提供を受けることにより当該裁定に係る生年月日の確認が行われた場合にあっては、これらの書類の添付を不要とすることを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（裁定）

第４７条　（略）
２　（略）
３　第１項の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、生年月日に関する市町村長（特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。）の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類（以下この条において「基本添付書類」という。）を添付して、基金に提出すること
によって行う。

４～５　（略）
６　前３項の規定にかかわらず、基金の委託を受けた企業年金連合会（法第９１条の２第１項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。）が住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の９の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報（同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。）の提供を受けた場合であって、基金により当該受給権者に係る生年月日の確認が行われたときは、第３項の請求書に基本添付書類を添付することを要しない。

（中途脱退者の選択）
第９６条　（略）
一　（略）
二　第１００条第１項の規定に基づき、速やかに、脱退一時金相当額を連合会へ移換することを申し出ること。

（届出）
第１２８条　（略）
２ 　（略）
３ 年金給付の受給権者は、毎年１回生存に関する届書をこの基金に提出しなければならない。ただし、この基金の委託を受けた連合会が住民基本台帳法第３０条の９の規定により年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けた場合であって、この基金により生存の事実が確認された者は、この限りでない。
　　　附　則

この規約は、令和○年○月○日から施行する。



（業務の委託）
第１２４条 この基金は、○○会社に次の各号に掲げる業務を委託する。
一～四 （略）
２ 基金は、前項に規定する業務のほか、連合会に、給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集・整理又は分析に関する業務を委託することができる。

	（裁定）

第４７条　（略）
２　（略）
３　第１項の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、生年月日に関する市町村長（特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。）の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類を添付して、基金に提出することによって行う。
４～５　（略）
（新設）　
（中途脱退者の選択）
第９６条　（略）
一　（略）
二　第１００条第１項の規定に基づき、速やかに、脱退一時金相当額を企業年金連合会（法第９１条の２第１項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。）へ移換することを申し出ること。
（届出）
第１２８条　（略）
２ 　（略）
３ 年金給付の受給権者は、毎年１回生存に関する届書をこの基金に提出しなければならない。ただし、この基金の委託を受けた連合会が住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の９の規定により年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報（同条に規定する機構保存本人確認情報をいう）の提供を受けた場合であって、この基金により生存の事実が確認された者は、この限りでない。
（業務の委託）
第１２４条 この基金は、○○会社に次の各号に掲げる業務を委託する。
一～四 （略）
（新設）




〇〇〇〇企業年金基金給付規程の一部を変更する規程（案）

〇〇〇〇企業年金基金給付規程の一部を変更する規程（案）
〇〇〇〇企業年金基金給付規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
　　
給付規程変更理由書
この規程変更は、「国民年金基金規則等の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第２１１号）」の施行に伴い、給付の裁定請求において、請求書に添付が必要とされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本等について、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定により地方公共団体情報システム機構から情報の提供を受けることにより当該裁定に係る生年月日の確認が行われた場合にあっては、これらの書類の添付を不要とすることを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文

	新
	旧

	（老齢給付金に係る年金の裁定請求）
第〇条　（略）
２　前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、基金が企業年金連合会又は実施事業所から個人番号を収集する場合は、第２号の書類の提出は行わない。
（１）生年月日に関する市町村長（特別区の区長を含むものとし、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ）の証明書又は戸籍の抄本その他生年月日を証する書類

（２）法令に定める書類に個人番号の記載が必要な場合にあっては、個人番号確認書類及び身元（実在）確認書類

３　基金の委託を受けた企業年金連合会（法第９１条の２第１項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。）が住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の９の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報（同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。）の提供を受けた場合であって、基金により当該受給権者に係る生年月日の確認が行われたときは、前項第１号に定める書類を添付することを要しない。

	（老齢給付金に係る年金の裁定請求）
第〇条　（略）
２　前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、基金が企業年金連合会又は実施事業所から個人番号を収集する場合は、第２号の書類の提出は行わない。

（１）生年月日に関する市町村長（特別区の区長を含むものとし、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ）の証明書又は戸籍の抄本その他生年月日を証する書類

（２）法令に定める書類に個人番号の記載が必要な場合にあっては、個人番号確認書類及び身元（実在）確認書類

（新設）


	（脱退一時金の裁定請求）
第〇条　脱退一時金について、規約第○○条の　規定による裁定を受けようとする者は、「給付金請求書兼繰下げ申出書」を、この基金に提出しなければならない。
２　前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、基金が実施事業所から個人番号を収集する場合は、第２号の書類の提出は行わない。
（１）生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本その他生年月日を証する書類

（２）法令に定める書類に個人番号の記載が必要な場合にあっては、個人番号確認書類及び身元（実在）確認書類
３　３　基金の委託を受けた連合会が住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の９の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けた場合であって、基金により当該受給権者に係る生年月日の確認が行われたときは、前項第１号に定める書類を添付することを要しない。
　

	（脱退一時金の裁定請求）
第0条 脱退一時金について、規約第○○条の
規定による裁定を受けようとする者は、「給付金請求書兼繰下げ申出書」を、この基金に提出しなければならない。
２　前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、基金が実施事業所から個人番号を収集する場合は、第２号の書類の提出は行わない。
（１）生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本その他生年月日を証する書類

（２）法令に定める書類に個人番号の記載が必要な場合にあっては、個人番号確認書類及び身元（実在）確認書類
（新設）



	新
	旧

	
（生存に関する届書の提出）
第○条　（略）

２　（略）

　（１）（略）

　（２）（略）

３　（略）

　（１）（略）

　（２）（略）

４　第１項の規定にかかわらず、基金は、基金の委託を受けた連合会が住民基本台帳法第３０条の９の規定により年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けた場合であって、この基金により、生存の事実が確認された者について、前項各号に規定する届書の提出の省略を認めることができる。

　附　則
この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。


	（生存に関する届書の提出）
第○条　（略）

２　（略）

　（１）（略）

　（２）（略）

３　（略）

　（１）（略）

　（２）（略）

４　第１項の規定にかかわらず、基金は、基金の委託を受けた連合会が住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の９の規定により年金給付の受給権者に係る本人確認情報（同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。）の提供を受けた場合であって、この基金により、生存の事実が確認された者について、前項各号に規定する届書の提出の省略を認めることができる。






〇〇〇〇企業年金基金個人情報保護管理規程の一部を変更する規程（案）
〇〇〇〇企業年金基金個人情報保護管理規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
　　
個人情報保護管理規程変更理由書
この規程変更は、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律（令和２年法律第４４号）」の施行に伴い、個人情報取扱事業者が公表すべき事項等の追加を行うため、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文

	新
	旧

	（公表等）
第〇条　基金は、個人情報を取り扱うにあたって、基金のホームページに掲載すること、または基金の窓口に備え付けることにより、次に掲げる事項を公表することとする。
一　基金の名称
二　基金の住所
三　基金の代表者名（理事長名）

四　保有個人データの利用目的
五　加入者等からの保有個人データの利用目的の通知の求め又は当該本人を識別する保有個人データの開示、訂正、追加若しくは削除、利用の停止若しくは消去若しくは第三者提供の停止（以下「開示等」という。）の請求に応じる手続

六　苦情又は相談の窓口
２（略）
（匿名加工情報・仮名加工情報の取扱い）

第○条　基金は、加入者等の個人情報を加工して得られる匿名加工情報（法第２条第１１項に規定する匿名加工情報をいう。）及び仮名加工情報（法第２条第９項に規定する仮名加工情報をいう。）を作成しないものとする。
附　則
この規程は、令和４年４月１日から施行する。


	（公表等）
第〇条　基金は、個人情報を取り扱うにあたって、基金のホームページに掲載すること、または基金の窓口に備え付けることにより、次に掲げる事項を公表することとする。
一　基金の名称

二　保有個人データの利用目的
三　加入者等からの保有個人データの利用目的の通知の求め又は当該本人を識別する保有個人データの開示、訂正、追加若しくは削除、利用の停止若しくは消去若しくは第三者提供の停止（以下「開示等」という。）の請求に応じる手続

四　苦情又は相談の窓口
２（略）
（匿名加工情報の取扱い）

第○条　基金は、加入者等の個人情報を加工して得られる匿名加工情報（法第２条第９項に規定する匿名加工情報をいう。）を作成しないものとする。





○○○○企業年金基金個人情報保護管理規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金個人情報保護管理規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
個人情報保護管理規程変更理由書

この規程変更は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の一部を改正する法律（平成２７年９月９日法律第６５号）による、個人情報の保護に関する法律

（平成１５年５月３０日法律第５７号）および関連する法令等の改正等に伴い、所要の措置を講ずるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	（情報漏えい等事案への対応）

第〇条　基金は、個人データの漏えい等の事案が発覚した場合は、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

　一　事実関係の調査及び原因の究明

　二　影響範囲の特定

　三　再発防止策の検討及び実施

　四　影響を受ける可能性のある本人への
連絡等

　五　事実関係及び再発防止策等の公表

　六　個人情報保護委員会及び所轄の厚生局
長への報告
　　　附　則
　この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。



	（情報漏えい等事案への対応）

第〇条　基金は、個人データの漏えい等の事案が発覚した場合は、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

　一　事実関係の調査及び原因の究明

　二　影響範囲の特定

　三　再発防止策の検討及び実施

　四　影響を受ける可能性のある本人への
連絡等

　五　事実関係及び再発防止策等の公表

　六　個人情報保護委員会への報告





○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）

○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
規約変更理由書

この規約変更は、当基金が現在実施している福祉事業の内容を明確化することに伴い、所要の措置を講ずるもので
ある。
新旧対照条文
	新
	旧

	＜例１＞

第〇条 この基金は、加入者及び加入者であった

者の福祉を増進するため、次の福利及び厚生に
関する事業を行う。

一 加入者又はその遺族に対する慶弔金の支給

二 加入者に対する災害見舞金の支給
２　前項の事業の実施に関し必要な事項は、代議
員会の議決を経て別に定める。
＜例２＞
第○条　この基金は、加入者及び加入者であった

者の福祉を増進するため、福利及び厚生に関する事業を行う。
２　前項の事業の実施に関し必要な事項は、代議員会の議決を経て次の各号に掲げる規程に定める。
一　弔慰金支給規程
二　災害見舞金支給規程
　　　附　則
　この規約は、令和〇年〇月〇日から施行する。



	第〇条 この基金は、加入者及び加入者であった者の福祉を増進するため、必要な事業を行うことができる。

２　前項の事業の実施に関し必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。





○○○○企業年金基金特定個人情報取扱規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金特定個人情報取扱規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
特定個人情報取扱規程変更理由書

この規程変更は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの一部を改正する件（平成３０年９月２８日

個人情報保護委員会告示第５号）」が告示されたことに伴い、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（管理区域及び取扱区域）

第〇条　当企業年金は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損（以下「漏えい等」という。）を防止するため、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システム（サーバー等）を管理する区域（以下「管理区域」という。）を明確にし、次に掲げる方法により安全管理措置を講じるものとする。また、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域（以下「取扱区域」という。）について、次に掲げる方法により安全管理措置を講じ、事務取扱担当者等以外の者が特定個人情報等を容易に閲覧等できないように留意する。

一　管理区域については、入退室管理及び管理区域に持ち込む機器等を制限する等の安全管理措置を講じる。

二　取扱区域については、他の区域との間仕切り等の設置、座席配置の工夫、のぞき込みを防止する措置等の安全管理措置を講じる。
（取扱規程等に基づく運用）

第〇条　当企業年金は、特定個人情報等の取扱状況を明確にするため、次の事項に係る特定個人情報等の利用状況等を記録する。
　
一～五　（略）

（委託先の監督）

第〇条　当企業年金は、当企業年金における特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託するときは、委託先と書面による委託契約の締結、または誓約書や合意書による合意をするとともに、委託先において安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行うこととする。なお、委託先における特定個人情報の取扱状況の把握については、委託契約又は合意に基づき報告を求めること等により、委託契約又は合意で盛込んだ内容の実施の程度を把握したうえで、委託契約又は合意の内容等の見直しを検討することを含め、適切に評価する。
２　（略）

３　（略）

　一～九　（略）
　　　附　則

この規程は、令和○年○月○日から施行する。




	（管理区域及び取扱区域）

第〇条　当企業年金は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損（以下「漏えい等」という。）を防止するため、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域（以下「管理区域」という。）及び特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域（以下「取扱区域」という。）を明確にし、次に掲げる方法により安全管理措置を講じるものとする。

一　管理区域については、入退室管理及び管理区域に持ち込む機器等を制限する等の安全管理措置を講じる。

二　取扱区域については、他の区域との間仕切りを設置する等の措置及び座席配置等による安全管理措置を講じる。
（取扱規程等に基づく運用）

第〇条　当企業年金は、特定個人情報等の取扱状況を明確にするため、次の事項に係るシステムログ又は利用実績を記録する。
一～五　（略）
（委託先の監督）

第〇条　当企業年金は、当企業年金における特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託するときは、委託先と書面による委託契約の締結、または誓約書や合意書による合意をするとともに、委託先において安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行うこととする。
２　（略）

３　（略）

　一～九　（略）





○○○○企業年金基金財務及び会計規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財務及び会計規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財務及び会計規程の変更理由書

この規程変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年厚生労働省令第７７号）の施行等に伴う「「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について」（平成３０年６月２２日付年企発０６２２第１号）の発出により、設立形態が総合型である企業年金基金において、年金資産（純資産）が２０億円を超えた決算の翌々年度から会計監査又は合意された手続が導入されるにあたり、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課事務連絡「総合型基金における公認会計士等による合意された手続等の実施にあたっての留意事項」（２０１８（平成３０）年１２月２７日付）において勘定科目が追加されたことに伴い、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（別表第１）

勘定科目表

（業務経理業務会計）

大分類
中分類
小分類
科目
科目
流動負債

（略）

業務委託費等

未払業務委託費等

（略）
業務委託費等

未払業務委託費

未払運用ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料

未払年金財政ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料

未払年金数理人費

未払ＡＵＰ費

（略）

業務委託費

運用ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料

年金財政ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料
年金数理人費

ＡＵＰ費
附　則
この規程は、令和○年○月○日から施行する。



	（別表第１）

勘定科目表

（業務経理業務会計）

大分類
中分類
小分類
科目
科目
流動負債

（略）

業務委託費等

未払業務委託費等

（略）

業務委託費等

未払業務委託費

未払運用ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料

未払年金財政ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料

未払年金数理人費

（略）

業務委託費

運用ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料

年金財政ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料
年金数理人費





○○○○企業年金基金選定代議員選定規程

第１章　総則

（趣　旨）

第１条　代議員会の選定代議員の選定に関しては、確定給付企業年金法（平成１３年法律第５０号。以下「法」という。）、確定給付企業年金法施行令（平成１３年政令第４２４号。以下「令」という。）及び○○○○企業年金基金規約（平成○年○月○日施行。以下「規約」という。）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
（選定代議員の資格）

第２条　選定代議員は、事業主の立場を代表する者を、事業主において事業主（その代理人を含む。）及び実施事業所に使用される者のうちから選定する。


（公示の方法）

第３条　この規程による公示は、規約第○条第１項の公告の例により行う。

第２章　選定期日

（選定期日）

第４条　選定代議員の任期満了による選定は、互選代議員の選挙の日に行う。

２　選定代議員に欠員が生じたときは、事業主は、速やかに補欠の選定代議員を選定しなければならない。

３　選定代議員の定数の増員においては、理事長は、期日を定めて、増員の追加選定を行わせなければならない。

第３章　選定の手続き

（選定の依頼）

第５条　理事長は、各事業主（又は事業主代表）に選定代議員の選定を依頼する。（内部文書１）



（選定の方法）

第６条　選定代議員の選定は、選定の都度、全ての事業主により行うこととする。

２　選定代議員の選定は、次の各号に掲げる方法のいずれかを基本とし、これらの方法を希望しない事業主は、選定行為を現に基金の役員又は職員でない者に委任しなければならない。
　（１）事業主が他の事業主と共同で選定代議員候補者を指名する方法
　（２）各事業主が独自の選定代議員候補者を指名する方法
（選定結果の報告、通知及び公示）

第７条　選定代議員が定まったときは、各事業主（又は事業主代表）は、直ちに選定代議員の氏　　　名及び所属事業所の名称を理事長に報告しなければならない。（様式第１号）

２　前項において、他の事業主から選定権の委任を受けた各事業主（又は事業主代表）は、併せて当該委任状を理事長に通知するものとする。（内部文書２）

３　第１項の報告があったときは、理事長は、直ちに選定代議員本人にその旨を通知し、承諾書を取り付けるとともに、選定代議員の氏名及びその所属事業所の名称を公示しなければならない。（様式第２号、内部文書３、様式第３号）

第４章　選定の無効

（選定の無効）

第８条　選定代議員の選定は、規約及び規程に違反することがあって、選定の結果に異動を生ずるおそれがある場合に限り無効とする。ただし、選定に異動を生ずるおそれのない者を区分することができるときは、その者に限り選定の効力を失うことはない。
２　第４条第２項の規定は、選定が無効となった場合に、これを準用する。
附　則

この規程は、令和○年○月○日から施行する。


選定代議員選定に係る様式集
（内部文書１）
令和　　年　　月　　日
（所属事業所の名称）
　　　　　　　　　　殿
〇〇〇〇企業年金基金
理事長　〇〇　〇〇　印
選定代議員の選定依頼について
確定給付企業年金法第１８条第３項の規定により下記のとおり選定代議員の選定をお願い申し上げます。
記
１．選定代議員の定数　　　　　　名
２．選定代議員の決定日　　　令和　　年　　月　　日
（内部文書２）
委任状
企業年金基金の選定代議員の選定について
私は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿　に一切の権限を委任します。
なお、選定代議員の任期中（令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日迄の間）に欠員が生じた場合の補欠の選定についても、併せて委任します。
令和　　年　　月　　日
所在地
事業所名
事業主名　　　　　　　　　　　　　　　　印
（様式第１号）
令和　　年　　月　　日
〇〇〇〇〇企業年金基金
理事長　〇〇　〇〇　殿
代表事業主　〇〇　〇〇　印
選定代議員の選定結果について
下記の者を、令和　　年　　月　　日選定代議員に選定いたしましたので、通知いたします。
記
	選定代議員の氏名
	所属事業所の名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


（様式第２号）
基発第　　　　号
令和　　年　　月　　日
（所属事業所の名称）
　　　　　　　　　　殿
〇〇〇〇企業年金基金
理事長　〇〇　〇〇　印
選定代議員選定通知書
貴殿は、〇〇〇〇〇企業年金基金の選定代議員に選定されましたので通知いたします。
（任期）
自　　令和　　年　　月　　日
至　　令和　　年　　月　　日
（内部文書３）
令和　　年　　月　　日
〇〇〇〇〇企業年金基金
理事長　〇〇　〇〇　殿
氏名　〇〇　〇〇　印
承諾書
私儀　〇〇〇〇〇企業年金基金の選定代議員に就任することを承諾いたします。
（様式第３号）
基公示第　　　　号
令和　　年　　月　　日
〇〇〇〇〇企業年金基金
理事長　〇〇　〇〇　印
選定通知書
令和　　年　　月　　日に代表事業主（　　　　　　　　　　　　　殿）より選定された選定代議員は、下記のとおりである。
記
	選定代議員の氏名
	所属事業所の名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）

○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
規約変更理由書

この規約変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付年企発１１０８第１号）の発出により、代議員の定数が定められたことに伴い、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（定数）

第○条　この基金の代議員の定数は、△△人とし、その半数は、実施事業所の事業主（以下「事業主」という。）において事業主（その代理人を含む。）及び実施事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入者において互選する。
　　　附　則

この規約は、令和○年○月○日から施行する。




	（定数）

第○条　この基金の代議員の定数は、○○人とし、その半数は、実施事業所の事業主（以下「事業主」という。）において事業主（その代理人を含む。）及び実施事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入者において互選する。




○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）

○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
規約変更理由書

この規約変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付年企発１１０８第１号）の発出により、総合型基金における選定代議員の選定方法が定められたことに伴い、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（選定代議員の選定）

第○条　事業主において選定する代議員（以下「選定代議員」という。）の任期満了による選定は、互選代議員の選挙の日に行う。
２　前項の規定による選定代議員の選定は、選定の都度、全ての事業主により選定を行うこととし、次のいずれかの方法を基本とし、これらの方法を希望しない事業主は選定行為を現に役員又は職員でない者に委任しなければならない。

　一　事業主が他の事業主と共同で選定代議員候　　補者を指名する方法

　二　各事業主が独自の選定代議員候補者を指名する方法
３　（略）

４　（略）

５　（略）

６　（略）
　　　附　則

この規約は、令和○年○月○日から施行する。




	（選定代議員の選定）

第○条　事業主において選定する代議員（以下「選定代議員」という。）の任期満了による選定は、互選代議員の選挙の日に行う。

２　（略）

３　（略）

４　（略）

５　（略）



本資料は、作成時点における信頼できる情報にもとづいて作成されたものですが、その情報の確実性を保証するものではありません。


本資料に含まれる会計・税務・法律等の取扱いについては、公認会計士・税理士・弁護士等にご確認のうえ、貴団体自らご判断ください。


 ◇２０２１．６．２５　日本生命保険相互会社　団体年金コンサルティングＧ　発行（日本-年基-202106-170-0144-D）








規約・規程の雛形





２０２１年６月


日本生命保険相互会社


団体年金コンサルティングＧ





別紙２





代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ａ－１）「書面による議決権・選挙権の行使」の方法を用いて開催する場合の規約変更





「代議員会の招集手続」の条文





「定足数」の条文





代議員会の議決日





規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ａ－２）「書面による議決権・選挙権の行使」の方法を用いて開催する場合の


代議員会会議規程変更





「定足数」の条文（ＤＢ規約）





「定足数」の条文（ＤＢ規約）





代議員会の議決日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ｂ－１）「テレビ会議システムやウェブ会議システム等」の方法により開催する場合の


規約変更





代議員会の議決日





規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ｂ－２）「テレビ会議システムやウェブ会議システム等」の方法により開催する場合の


代議員会会議規程変更





「開会の宣言」の条文





「散会及び延会」の条文





代議員会の議決日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ｃ－１）「書面による議決権・選挙権の行使」および「テレビ会議システムやウェブ


会議システム等」の方法により開催する場合の規約変更





「代議員会の招集手続」の条文





「定足数」の条文





規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ｃ－２）「書面による議決権・選挙権の行使」および「テレビ会議システムやウェブ


会議システム等」の方法により開催する場合の代議員会会議規程変更





「定足数」の条文（ＤＢ規約）





「定足数」の条文（ＤＢ規約）





「開会の宣言」の条文





「散会及び延会」の条文





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ご参考）「書面による議決権・選挙権の行使」の際に使用する、「賛否の意見を明らかにした書面」（議決権行使書）の雛形について





代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ご参考）「書面による議決権・選挙権の行使」および「テレビ会議システムやウェブ


会議システム等」の方法により開催することを可能とする『規約』変更時の


「理事長専決理由書」の雛形について





代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ご参考）「書面による議決権・選挙権の行使」および「テレビ会議システムやウェブ


会議システム等」の方法により開催することを可能とする『規程』変更時の


「理事長専決理由書」の雛形について











最低積立基準額の算定に用いる予定利率の変更に伴う財政運営規程変更について





【令和２（２０２０）年度の財政検証（非継続基準）に用いる予定利率について】





（１）現在、告示どおりの利率としている場合


①令和２年度の財政検証も告示どおりの利率とする場合　　　　・・・【変更の必要はありません】


②令和２年度の財政検証においては告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定める場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・【パターンＡ】





（２）現在、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定めている場合


①令和２年度の財政検証においても現在の利率を変更しない場合　　　　　・・・【パターンＢ】


現在の利率が、０．３１％～１．３１％の範囲内に収まらない場合は、パターンＣ又はＤの取扱いになります。


②令和２年度の財政検証において現在の利率から変更する場合　　　　　　・・・【パターンＣ】


③令和２年度の財政検証は告示どおりの利率とする場合　　　　　　　　　・・・【パターンＤ】





【令和３（２０２１）年度の財政検証（非継続基準）に用いる予定利率について】





（１）現在、告示どおりの利率としている場合


①令和３年度の財政検証も告示どおりの利率とする場合　　　　・・・【変更の必要はありません】


②令和３年度の財政検証は告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定める


場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・【パターンＥ】





（２）現在、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定めている場合


①令和３年度の財政検証においても現在の利率を変更しない場合・・・【パターンＦ】


現在の利率が、０．１３％～１．１３％の範囲内に収まらない場合は、パターンＧ又はＨの取扱いになります。　


②令和３年度の財政検証において現在の利率から変更する場合　　　　　　・・・【パターンＧ】


③令和３年度の財政検証は告示どおりの利率とする場合　　　　　　　　　・・・【パターンＨ】














【パターンＡ】


現在、告示どおりの利率としており、令和２年度の財政検証は告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定める場合  





０．３１％～１．３１％の範囲内で代議員会にて議決する利率





代議員会の議決日





令和２年度の事業年度末日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＢ】


現在、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定めており、令和２年度の財政検証においても現在の利率を変更しない場合


  





代議員会の議決日





令和２年度の事業年度末日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＣ】


現在、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定めており、令和２年度の財政検証において現在の利率から変更する場合


  





０．３１％～１．３１％の範囲内で代議員会にて議決する利率





代議員会の議決日





令和２年度の事業年度末日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＤ】


現在、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定めており、令和２年度の財政検証は告示どおりの利率とする場合  





代議員会の議決日





令和２年度の事業年度末日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＥ】


現在、告示どおりの利率としており、令和３年度の財政検証は告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定める場合  





０．１３％～１．１３％の範囲内で代議員会にて議決する利率





代議員会の議決日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＦ】


現在、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定めており、令和３年度の財政検証においても現在の利率を変更しない場合


  





代議員会の議決日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＧ】


現在、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定めており、令和３年度の財政検証において現在の利率から変更する場合


  





代議員会の議決日





０．１３％～１．１３％の範囲内で代議員会にて議決する利率





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＨ】


現在、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定めており、令和３年度の財政検証は告示どおりの利率とする場合  





代議員会の議決日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





給付裁定時の添付書類の省略に伴う規約変更・給付規程変更について


（a―１）給付裁定時の添付書類の省略に伴う規約変更








現行規約において「基本添付書類」の定義が


ない場合は、追加が必要です。





第４７条第６項で「連合会」の定義を示しているため、第９６条では「連合会」の定義を削除します。





第４７条第６項で「機構保存本人確認情報」の定義を示しているため、第１２８条では「機構保存本人確認情報」の定義を削除します。





代議員会の議決日





【ご参考】新たに企業年金連合会と業務委託契約を締結し、「機構保存本人確認情報」の提供を受ける場合は、その旨を「業務の委託」の条に規定する必要があります。





規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








給付裁定時の添付書類の省略に伴う規約変更・給付規程変更について


（a―２）給付裁定時の添付書類の省略に伴う給付規程変更





「老齢給付金に係る年金の裁定請求」の条で「機構保存本人確認情報」の定義を示しているため、「生存に関する届書」の条では「機構保存本人確認情報」の定義を削除します。





代議員会の議決日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








個人情報保護法の改正に伴う個人情報保護管理規程の変更について





改正法の施行日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








通知の発出に伴う個人情報保護管理規程の変更について





代議員会の議決日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








福祉事業の具体内容の規約上の明確化について





代議員会の議決日


（遡及の必要なし）





規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





ガイドラインの改正に伴う特定個人情報取扱規程変更について





代議員会の議決日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








ＡＵＰの導入に伴う財務及び会計規程変更について


（資産２０億円超の総合型ＤＢ基金）





代議員会の議決日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








選定代議員選出手続きの規程等への明文化（選定代議員選定規程の策定）について





「公告の方法」の条文（ＤＢ規約）





総合型DB基金はこの内容。（一定の要件を満たす基金には適用しない。（別紙１ Ｐ３４参照））総合型DB基金以外のDB基金では、各基金様の実情に応じて適宜修正ください。





代議員会の議決日





代議員数の見直しに伴う規約変更について（総合型ＤＢ基金）





代議員会の議決日





規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








選定代議員選定方法の見直しに伴う規約変更について（総合型ＤＢ基金）





代議員会の議決日





規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。
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